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③施策を
取巻く環境

④
施
策
の
達
成
状
況

①施策名

指標③

すべての市民が，個人として尊重され，その人権が擁護されています。

施　策　指　標（単位）

指標①
（総合計画
に基づく指

標）

指標②

子どもから高齢者まで，一人ひとり
の権利が守られていると感じている
市民の割合（％）

―---―指標④
（特記事項）

事業費

本市ではあらゆる市民を対象とした取組のほか，DVや虐待など人権に
関する新たな課題に対する積極的な取組により，潜在的だった課題につ
いても対応が進んでいる。

市民意識調査によれば，本施策の重要度は高いと認識しているものの満
足度は中位であり，必ずしも市民の満足が得られているとはいえない状
況であり，高い住民・社会ニーズに応えていくことが求められている。
このため，社会の多様化，複雑化に対応した，きめ細やかな人権擁護施
策を推進するため，国の人権擁護に関する世論調査なども参考にしなが
ら，施策を体系化し，より総合的，効果的に施策を展開する必要があ
る。

成
果
が
見
ら
れ
る
点

改
善
の
必
要
な
点

Ｈ２０

目標値 事業費

担当課

宇都宮人権擁護委員協議会負担金

担当課
人権講話実施校数Ｓ３０

３市２町内における人権相談件数
行政経営課

宇都宮人権擁護委員協議
会

― 1,030

15

1,000

633
1,100

行政経営課

活　動　指　標　等

実績値

1,047

14

⑦
現
状
分
析
と
課
題
の
抽
出

（

③
～

⑥
を
踏
ま
え
た
分
析
）

女性，子ども，高齢者，障がい者など，あらゆる市民を対象とし，一人ひとりの権利が守
られていると感じられる人権擁護施策を展開している。

人権擁護施策については，女性，子ども，高齢者，障がい者など，あらゆる市民を対象と
しており，そのほとんどが活動指標としての目標を達成しており，概ね適切な事業が行わ
れているが，一部の補助事業についてはより効果的な補助の方策について検討する必要が
ある。

市民意識調査において，本施策の重要度は第６位（全９１施策）となっており，また，
DV相談件数や児童虐待通告件数等が増加していることから，住民・社会ニーズは高いと
思われる。

人権講話をはじめとする啓発事業とともに，喫緊の課題となっているＤＶ被害者の支援を
はじめ，あらゆる市民を対象とした個別施策の効果が，市民満足度の向上（前年度比６．
４％増）として現れており，本施策における事業は政策目標を達成するために有効であ
る。

やや不十分であ
る

●
不十分な事業が
一部ある

・「宇都宮市人権施策推進指針」を踏まえ，子どもや高齢者，障がい者など様々な人権の課題
解決に向けて引き続き取り組むとともに，DVや児童虐待，高齢者虐待等の喫緊の課題に対
し，関係機関との連携強化等により積極的に取り組む。
・人権意識を一人ひとりに浸透させるため，人権擁護委員の支援や人権啓発活動事業など，幅
広い市民に対して行う啓発・相談事業を引き続き実施する。相談件数が増加傾向にあるＤＶ被
害者相談支援事業については，引き続き喫緊の課題として対応していく。
・DV被害者支援に係る補助事業については，より効率的・効果的な補助内容に見直しを図
る。

⑨政策評価
会議意見

施 策 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 方 針

市民の誰もがこころの壁を感じることなく安心して暮らし，差別のない明るい社会を形成していくた
め，地域において人権啓発活動等を実施している人権擁護委員の活動は重要性が高いことから引き続
き支援していく。

市民の誰もがこころの壁を感じることなく安心して暮らし，差別のない明るい社会を形成していくた
め，地域において人権啓発活動等を実施している人権擁護委員の活動は重要性が高いことから引き続
き支援していく。

Ｈ１９：基準 Ｈ２０

―---―

Ｈ２１

実績値 実績値

担当課 行政経営課

総合計画
　政策の柱

政策目標
（基本施策目標）

市民の誰もが思いやりのこころを持ち，差別や偏見を持つこと
なく，相互理解と共生のこころが育まれています。

「市民の相互理解と共生のこころを育む」ため，市民一人ひとりがあらゆる人権を守るための「かけがえのない個人の
尊重」，社会のあらゆる分野に男女がともに参画していくための「男女共同参画の推進」，在住外国人が地域社会にお
いて安心して日常生活を送ることのできる「多文化共生の地域づくり」に，重点的に取り組みます。

持続的発展が可能な都市の自治基盤を確立す
るために

政策名
（基本施策

名）
市民の相互理解と共生のこころを育む

取組の
　基本方向

№ 事　　　業　　　名

1

施　策　カ　ル　テ
１　施策の位置付け

２　施策の現状と達成状況，課題の抽出

４　施策を構成する事務事業一覧

かけがえのない個人の尊重

②施策目標

15 15宇都宮人権擁護委員協議会宇都宮部会活動補助金 宇都宮市人権擁護委員協
議会宇都宮部会

2

減少している
説
明

不十分な事業が
複数ある

説
明

不十分である
説
明

実績値

―---―

1,000

445 400

Ｈ２０

目標値

(千円) (千円)

Ｈ２１

対　　象　　者
開始
年度

事業の
方向性

Ｈ２１

重点度
（Ａ～Ｃ）

必要性・緊急性

（適切な事務事業
の選択，実施）

―---―

達成率
(%)

目標値

Ｈ２４：目標

―---―

#DIV/0!
―---―

48.7

75.2%

#DIV/0!

目標値

44.2

目標値 目標値

41.939.7

実績値

37.4

―---―

Ｈ２３Ｈ２２

目標値

実績値実績値

―---―

46.4

29.7 36.6 ―---―

⑤
市
民
意
識
調
査
結
果

説
明（70%未満）

増加している 横ばい

達成していない概ね達成
（90％以上） （70％～90％未満）

適切性

●

（住民・社会ニーズ）

市民の
施策満足

度

⑥
施
策
の
評
価

達成度

有効性

達成している

（政策目標への効果）

●

● 十分である

十分である

（単年度目標）

重点事業

３　今後の取組方針

⑧取組の
考え方

見直し事業

人権施策については，市民及び職員の人権意識の高揚を図るため，セミナー等の取組を継続的に実施するほか，子どもや高齢者，障害者などに係る人権の課題解決に向けて引き続き取り組むこと。喫緊の
課題であるDV，児童虐待，高齢者虐待等の問題については，関係機関との連携強化等によりその根絶に向け努めるとともに，被害者の支援等に積極的に取り組むこと。また施策の目標が早期に達成でき
るよう，「宇都宮市人権施策推進指針」を踏まえ，効果的な事業の展開について，関係課が連携を密にすること。

人権啓発活動事業，宇都宮人権擁護委員協議会負担金，宇都宮人権擁護委員協議会活動補助金については，幅広い市民に対して行う啓発・相談事業であり，人権意識を一人ひとりに浸透させるためには，
こうした事業を継続的に実施することが重要であることから，引き続き実施する。配偶者暴力相談支援事業については，DV相談件数が増加傾向にあるなど潜在的ニーズが高いと想定されることから，引
き続き喫緊の課題として対応をしていく。

DV被害者支援に係る補助事業については，より効率的・効果的な補助内容に見直しを図る。

総論

継続

A 継続

A

市民の
施策重要

度
25.7% 83.9%

国・県等の動向

外部意見
その他

平成１２年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行されたことにより，人権が尊重される社会の
実現に向けた国，地方自治体の果たすべき役割が整理され，その役割はますます重要になった。国においては，
基本的人権の尊重という普遍的な視点からの取組や，女性，子ども，高齢者，障がい者，外国人などの具体的な
課題に対する様々な取組が実施されている。県においても，平成１８年に「栃木県人権施策推進基本計画」を策
定し，DVや虐待など顕在化してきた課題に対応しながら，人権教育や人権啓発などの積極的な取組を行ってい
る。

市議会においても，DV防止に関する質問のほか，児童虐待やいじめ，高齢者虐待の問題など，人権に関する質
問がなされており，行政の積極的な取組が求められている。

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

優先して力を入れていく
ことが求められる領域

見直し・効率化が
求められる領域

重点的な取組が一段落
したと考えられる領域

今後も力を入れていく
ことが求められる領域

高

　
重

要

度

　
低

低 満 足 度 　　　　高

1



様式２

ＤＶ被害者の早期自立を支援するため，民間団体が行う自助グループ事業を引き続き支援していく
が，より効率的・効果的な補助を行うため補助の手法を見直し，新設する「民間団体ＤＶ被害者支援
事業補助金」に統合する。

児童虐待は子どもの健やかな成長を阻害するものである。通告件数の増加からみても市民の関心の高
まりがうかがわれることから，地域における未然防止，早期発見の充実強化に努める。

障がいや障がい者の理解促進に向け，広く市民へ啓発する効果的な機会であることから，より効果的
な手法を検討しながら，事業を継続する。

継続

継続

多様化，複雑化する家庭事情において，児童の養育の相談への対応は，問題解決までに困難を極める
事例が多くなってきており，相談機能の充実を図りながら事業を継続する。

200

―

60

H1６ 法律相談開催件数
12 12

12 12

カウンセリング開催件数

―
1,050 1,100

授産品配布人数
1,000 1,050

再掲
障がい者週間啓発事業

宇都宮市民 H1２
担当課 障がい福祉課

3,330

担当課 男女共同参画課

高齢化社会の進行に伴い，家庭における介護負担は増加の傾向にあるため，継続した周知，啓発活動
を行い，潜在するケースに働きかけを実施していく。担当課 高齢福祉課 62 73

65
―

6

7

3 ＤＶ被害者

担当課 男女共同参画課

女性相談事業

担当課 男女共同参画課

担当課

担当課

高齢者虐待に関する相談件数

4

家庭内の問題や人間関係
等で悩んでいる女性。売
春防止法に基づく要保護
女子等

女性相談事業

再掲
高齢者虐待防止事業 ６５歳以上の高齢者及び

養護者等

家庭児童相談室
児童とその保護者等

4 7
3,301

4,842

― 100

23 23

継続― ―

―

―

施　策　事　業　費　合　計 10,423

69

認定特定非営利法人ウィ
メンズハウスとちぎ

H1５

77
H13

98

28担当課

3,838 3,405
S40

2,500相談，助言等を受け，児童の健全育
成が図られた件数

H1８

3,000

B

10,388

― ―

― ―

115

39

虐待防止事業 組織での対応により，健全育成が図
られた児童数

4,903

2,304

204

22

栃木県ヒューマンライツセミナー出
席者

女性相談件数

ＤＶ相談件数

配偶者暴力相談支援事業
H２０ 保護命令書面照会件数

配偶者暴力相談支援事業

H１０

H２1

20

1,970

524

10

25

5 5

2,208

―

自立支援事業における居場所利用人
数

ＤＶ被害者の安全を確保するため，保護施設として有効な民間シェルターの運営について，引き続き
支援していくが，より効率的・効果的な補助を行うため補助の手法を見直し，新設する「民間団体Ｄ
Ｖ被害者支援事業補助金」に統合する。

継続

継続

人権に係る研修機会は継続的に確保することが必要であることから，職員に対する人権に係る研修会
等の参加については引き続き実施していく。また，人権擁護委員と連携し，市民を対象とした人権啓
発活動などを展開していく。

再掲

自助グループ開催回数

民間シェルター運営費補助金 認定特定非営利法人ウィ
メンズハウスとちぎ

H1３
被害者をシェルターで保護した延べ
日数担当課

担当課

男女共同参画課

自助グループ事業補助金

500

配偶者暴力相談支援事業

35
人権啓発活動事業

職員 H1６

412

児童（18歳未満）

24

再掲

5
行政経営課

女性相談事業

11

25

150

450

Ｓ２５
担当課

H２０
男女共同参画課

男女共同参画課

担当課

担当課 男女共同参画課

B 廃止500

550

2,400

760

B25

378

205

ＤＶ対策は喫緊の課題であり，一貫した対策を推進するため，２０年度に設置した配偶者暴力相談支
援センターを広く周知するとともに，平成21年３月に策定した「配偶者からの暴力対策基本計画」に
基づき，ＤＶの防止から被害者の自立支援まで各種事業を実施していく。

相談件数が増加し，市民ニーズは高くなっていることから，複雑多様化する女性の悩みに適切に応じ
るため，相談員の資質向上や庁内外の関係機関と連携強化を図りながら引き続き実施していく。

A

A 継続

男女共同参画課

子ども家庭課

子ども家庭課

―

200 廃止

継続

24

2


